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中東呼吸器症候群の略称
I

MERS1

アラブ首長国連邦､イエメン､オマーン､カタール､クェート､サウジアラビア､ヨルダンMERS流行国2

MERS検査

対象要件

勺

。 定義1以下のア又はイに該当する省

ア38｡C以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し､かつ臨床的又は放射線学的に肺炎

ARDS等の肺病変が疑われる者であって､発症前14日以内に流行国において､MERSであ

ることが確定した患者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴※ （鼻や口等

との接触(顔を舐められるなど)や､生のミルクや非加熱の肉などの摂取)がある者

イ発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む)を呈する者であって､発症前14日以内に

MERSであることが瞳定した患者を診察､看護若しくは介護していた者､MERSであることが

瞳室した患者と同居(当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む)していた者

又はMERSであることが確定した患者の気道分泌液､体液等の汚染物質に直接触れた者
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定義2 イ又はウに該当し MERS疑似症患 蓋然性があると判断した場合以下のア、 の、

738｡C以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し､臨床的又は放射線学的に肺炎

ARDS等の実質性肺病変が疑われる者であって､発症前14日以内に流行国に渡航又は
居住していた者

イ発熱を伴う急性呼吸器症状(軽症の場合を含む)を呈する者であって､発症前14日以内に

MERS流行国において､医療機関を受診若しくは訪問したもの､MERSであることが確定した
者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴※がある者

ウ発熱又は急性呼吸器症状(軽症の場合を含む)を呈する者であって､発症前14日以内に

MERSが疑われる患者を診察､看護若しくは介護していた者､MERSが疑われる患者と同居

していた者､MERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた者

MERS疑似症

患者定義

MERSに感染している可能性があるとして検査を受ける者のうち､他の病因であることが明

らかな場合を除き､①検査対象者定義1に該当する者②検査対象者定義2に該当するこ
とを疑い検疫所でPCR検査を行った結果陽性であった者
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健康監視

対象者定義

出国(接触の可能性のある日が特定できる場合は当該日)後14日間､健康監視を行う者で

以下の①から⑧に該当する者。

【14日以内に流行国に滞在していた場合】

①MERSであることが壁定した者との接触歴がある者
②ヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者

【下記のいずれかを満たす場合(MERS流行国の滞在歴は問わない)】

③MERSであることが確定した患者を診察､看護若しくは介護していた者
④MERSであることが確定した患者と同居していた者

⑤MERSであることが確定した患者の気道分泌液､体液等の汚染物質に
直接触れた者

⑥機内等でMERS疑似症患者と接触したおそれがある者(同行者及び客室乗務員等）

⑦定義2のイに該当した者で､検疫所が行うPCR検査で陰性だった者(MERSであることが

確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者のみ）

⑧定義1又は定義2のイに該当した者で､感染研が行うPCR検査で陰性だった者(MERS

であることが確定した者との接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴がある者のみ）

※ヒトコブラクダとの濃厚接触歴

‐鼻や口等との接触(顔を舐められるなど)及び生のミルクや非加熱の肉等の摂取。

騎乗や胴体への接触は濃厚接触にあたらない
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MFRS患者

(確定例）

感染研が行うPCR検査でMERSウイルス遺伝子が検出された者
又は分離｡同定によりMFRSコロナウイルスが検出された者
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’ 中東驍吸器症燥群伽耐藪對応曄係る蓼口三及迩様式二覧

○フロー①：機内検疫における対応

○フロー②：検疫ブースで発見した際の対応

○フロー③：検査対象者への対応

Oフロー④：関係各所への連絡及びPCR検査結果に伴う対応

○フロー⑤：健康監視対象者への対応

○別紙連絡先一覧

○添付1 ：呼吸器検体採取の必要物品と採取方法 . 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜フロー①、②＞

○添付2：外部車両との待合ポイント用マップ ． 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜フロー③＞

報告害 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ｡ 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜フロー③、④、⑤＞

調杳票 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・＜フロー③、⑤＞

健康監視対象者用指示1. ： ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜フロー⑤＞

涌知書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜フロー⑤＞

健康管理カード ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・＜本省より指示のあった場合のみ使用＞

感染詐法第12条第1項に基づく医師の届出（別記様式2－5）＜フロー③、④＞

検疫法第26条の3による涌知 ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 . ＜フロー④＞

成田国際空港制限区域等臨時入構願・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ＜フロー③＞

健庫監視対象者対応票 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ＜フロー⑤＞
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※なお、本フローにおける矢印は、以下の通り色分けされる

↓…検査対象要件定義'に該当する場合の対応ﾌﾛｰ

4…検査対象要件定義2に該当する場合の対応ﾌﾛｰ

子…検査対象要件非該当疑似症否定時の対応ﾌﾛｰ
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Iプロ毒①：:機内検疫における対応

検疫前通報により、疑似症定義にあてはまる可能性がある場合(詳細不明含む)は機内検疫を実施

MERS疑似症患者である疑いが強い場合､患者等へのマスク着用を指示の上､他の乗客と隔離するよう要請

衛生課に機内消毒の準備を依頼

寺 号

１
１

’
#L測#』 峠蒻

i1，1

｢健康相談記録票｣を記載させ､質問･診察を行い､検査対象要件に合致するか確認
；二; ﾄﾞ'‐

’
ザ

検査対象要件に

合致しなかった場合

検査対象要糾

定義1に合致した

要件

した

鴬
総

検査対象要件 ．

定義2に合致した場合

検査

定義2に場合

| ’
| ’ ’ ’

' 謡二 ；j論考冠ﾃｰ ･予榊睡譲弓~巷霊需ローj壺暉函一一…

MERS疑似症患者の

蓋然性がな哩と医療専門

職が判断した場合一

MERS疑似症患者の

蓋然性があると医療専門

職が判断した場合 ．
り

↓号1『 ▼
I

一一ー…一

I乗客の降機許可

当該有症者に接触歴がある場合

→｢フロー⑤:健康監視対象者への対応」

』

一
一

に上 』

疑似症患者にマスク装着･手指消毒を行う

サテライトに検体採取の準備を行うよう連絡

※定義2の場合は機内消毒の必要性を確認すること ●

◆ 今
検査対象者及び客室乗務員より、以下を聞き取り特定する(下記の者以外の特定は不要)。

検査対象者と同一旅程の同行者

検査対象者に対応した乗員及び周辺座席の乗客のうち、感染したおそれがあると判断した者

く同行者等の取扱いについて＞

定義1検査対象者の場合→「フロー⑤:健康監視対象者への対応」

定義2検査対象者の場合＝＞機内で住所･氏名･電話番号等の連絡先を聴取し入国させる

（ただし､法的根拠が無いため､拒否された場合は座席番号のみ控える）

後ほど検査結果を連絡する旨伝達
一
一
一
一 点では不要

I； ・‐ 言P
‐

冬 尋
検疫課長の指示のもと､航空会社に対し乗客の降機許可及び機内への立入制限を指示

（旅客降機順：一般旅客＝＞健康監視対象者→検査対象者）

同時に検査対象者の荷物をピックアップしておくよう依頼
も竜.加b‘奄蓉

帝…

冬 子
｢フロー③g検査対象者の対応」へ

垂j曼壱
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日。壺訓
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潔驚

｢健康相談記録票｣を記載させ､質問･診察を行い､検査対象要件に合致するか確認

｜ （疑わしい旅客が来室した場合には､直接検体採取室へ案囚する）
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検疫課長(※)、

（管理室にはインフル簡易検査の結果が陰性であった場合に連絡するため、この時点室'よ王臺上

※定義2の場合は機内消毒の必要性を確認すること

検疫課長の指示のもと､航空会社に対し機囚全の立入制限を指示

同時に検査対象者の荷物をピックアップしておくよう依頼

く同行者等の取扱いについて＞

と－

｢フロー⑤:健康監視対象者への対応」

住所｡氏名｡電話番号等の連絡先を聴取し入国させる

（ただし､法的根拠が無いため拒否された場合は座席番号のみ控える）

後ほど検査結果を連絡する旨伝達

定義1検査対象者の場合→

定義2検査対象者の場合今

はこの時点では不要

r ↓
’’ ｢フロー③：検査対象者の対応｣へ



Iフ画蓉③”:験査対象者の対応

以下を説明_し､様式2｢調査票｣を記載させる

①検疫法に基づいて問診等が行われていること

②その結果､MERSに感染していると疑われるため検査を実施すること

③1定義1に該当した者又は定義2に該当し待機の同意が得られた者）

検査実施後(定義2該当者の場合は陽性判明後)は､感染症法に基づいて千葉県が指定医療機関

に搬送するため､搬送後のことについては千葉県の担当者から説明があること

（定義2に該当し待機の同意が得られなかった者）

検査結果判明後に結果についての連絡をすること､陽性であった場合には自治体へ情報提供を行う

こと､その後、自治体による指定医療機関への搬送が行われること

を手交し､検査結果が陰性であった場合の対応(健康監視)について説明

斗 号1
’ ’検体採取実施
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インフルエンザ簡易検査陰性の場合 インフル

簡易検査陽

､4

検疫課長､検疫係長に連絡｡総務課に経過報告(定義1のみ同時に検体搬送依頼）
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以下に連絡

管理室 ： 検査結果

同行者等：検査結果

当該有症者に接触歴がある場合

→｢フロー⑤:健康監視対象者への
対応」

当該有症者に接触歴
がある場合

→｢フロー⑤:健康監
視対象者への対応」

ロﾛ

1

▼ ▼

’ ｢フロー④：関係各所及び同行者等への連絡｣へ

琴君肺

(フロー②対応時のみ）
検疫所業務管理室に連絡

機内消毒が終わり次第
機内立入制限を解除

》
一

PCR検査
今
ロ PCR検査陰性の場合

検疫課長､検疫係長に連絡
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以下に連絡一(別紙連絡先一覧参照｡定義1の場合又は定義2で待機に同意した場合）

千葉県健康福祉部結核感染症課：疑似症患者の発生連絡､患者搬送依頼

NAA警備消防センタ_:パニックドアの開放､保健所患者搬送車の臨時入構願に関する連絡

をFAXで提出）

連絡は不要。､こちらからの印旛保健福祉センターI

こ必要な情報 串
夕■も判 合せを行う､臨時入構願I の収集と、架電があり次第

；
（フロー③で依頼が終了していれば不要）

（定義2疑似症患者の場合のみ）

： 疑似症患者(待機に同意しなかった場合) :検査結果、自治体に情報提供する旨

I 同行者等：検査結果､健康観察対象となるため自治体に情報提供する旨 健康観察:自治
： 自治体 ：健康観察対象者の情報提供 健康監視:検疫

健康観察:自治

I

す 十
以下に書類の送付及び連絡

検疫所業務管理室(結核感染症課には検疫所業務管理室が連絡）→1援式]_[報告室｣l

千葉県健康福祉部疾病対策課今（様式1[報告書｣）

1項に基づく医師の届出(別記様式2－5)｣）6「印旛保健福祉センター→ 法第12

寺 号
１
１

印旛保健福祉センターの搬送車を先導するため､官用車にて第2ゲートで待機｡落ち合い次第、

該当サテライトへ先導し(添付2参照)、印旛保健福祉センター職員に引継ぎを行い､疑似症患者を引渡す
『

| ’l l l l| ’
‘ ’語ﾛ．

感染研PCR検査

陰性の場合

| ’ ↓ザ号

’

11
以下にﾛ仔類を送付し

26条の3によるi当該者の居所を管轄する自治体1様式7｢検疫
5)」（確定の届出））印旛保健福祉センター

入院措置解除後は健康監視となる場合があるため､起算日及び接触歴を再確認すること

外国国籍者については、自治体から当該者の引き渡しを受け､入管にて入国手続きを行う

誇麺i

誉報伝達する取り〕

、

1式 ー

体が行うもの

健康監視:検疫所が行うもの

感染研PCR検査

唾

; 蕊:陽性の場合
検疫所PCR検査

陽性の場合

キ 疫所PCR検査

陰性の場合

疑似症発生届の取下げ

‘管理室：様式1の追記･再送

千葉県：様式6の取下げ

同行者等:検査結果､健康監視解除

当該有症者に接触歴がある場合

→｢フロー⑤:健康監視対象者への

対応」

ず

疑似症発生届の取下げ

管理室:様式1の追記"再送

千葉県:様式6の取下げ

同行者等:検査結果､健康監視解除

当該有症者|こ接触歴がある場合

今｢フロー⑤:健康監視対象者へ

の対応」

自治体による

積極的疫学調査
(本省プレスリリース）



蕊 対象者2、ゆ対応プロ麩⑤:健康監視｜
濡錨

｜

’
健康監視の起算日(0日目)は出国日とするが､接触日が特定できる場合は当該日を起算日とする。

｜ 医療機関の領収書､ツアー日程表等､日付の記載がある書類(写し)を入手することが望ましいが、

I

当該日を起算日とする。書類が無くとも､本人又は同行者が日付を明言できるのであれば、

(明言できない(あやふやな)場合は出国日を起算日とする｡）

H

i

3様式3「 を手交し､説明。健康監視対象者に対し､様式2｢調査票｣を記載させ、 示＝42苧」Y，

’ ’当該者を入国させる。

’
以下に書類を送付し連絡(※医療機関受診予定だが､受診先未定の場合もひとまず連絡し､決定後再度送付）

検疫所業務管理室（結核感染症課へは検疫所業務管理室を通じて送付） ‐(様式1｢報告書｣）

自治体(健康監視対象者の居所等管轄） 1橦式][麹萱壷｣1

↓
g「 載。|健康監視対象者から体調の報告があった場合は、 様式 に記、1■可一江、

メールでの報告の場合は､上記と同様に様式gに記載し、

健康監視対象者フォルダにメールボックスフォルダを作成｡受信 ･送信メールを保存する。

i…一息.-曇二:熟匙-……鷺 ′ ￥” ::誰も…一鰹急"- ゞ ' ，鴬鋳驚蕊織識蟻錘驚蕊鏡"､》::…』蕊:"j ; ･…識蕊 k#溌鍵“塗上且堂通い麓評!、 jL.蝋…一一…－蕊‐

i 自治体に連絡をした上で､検疫所業務管理室に報告

； 検査対象要性に合致する症状の場合は(合致しない場合にも医療職等の判断で通知するのは可)、

様式4｢通知書｣を当該患者の居所を管轄する自治体|こ送付の上､連絡し､検疫課長及び検疫係長に報告

｜ 対応を時系列にまとめた一覧を作成し､課内にメールするとともに､必要に応じ本省に提出
I…国…..……_...:……"．ー__…--.….…..""一_… 一…_...…皇....一一傘-.- _ _冒一.……-.-.-,...…....…….…,一国.._…乳一.一一 ：

＄
ｆ
掛
母
い
ば
伊
夢
院
吟
込
鈩
呂
弓
虹
彊

P
I

F (官執勤務時間外での課長及び係長への報告は不要）

①症状が､発熱と急性呼吸器症状(軽症の場合を含む)に関して､検査対象要件を満たさない場合

→自治体に状況を伝えて受診するのであれば､受診予定医療機関との調整をしてもらう。

→本人には保健所から連絡があるまで受診しないように伝える。

＝>医療機関決定後､症状と受診予定医療機関名(受診の有無)を｢自治体｣及び｢検疫所業務管理室｣に報告

I

ｊ
１
●
個
別
二
ｋ
Ｊ

②症状が指示書に記載されている3つの症状に該当しない場合

→自身で医療機関に｢健康監視中だが受診できるか｣ということを確認させ､決定後検疫所に連絡するよう伝

える(自治体に医療機関の調整を委ねることは不要･受信拒否の場合は自身で保健所と相談するよう伝達）

＝>医療機関決定後､症状と受診予定医療機関名(受診の有無)を｢自治体｣及び｢検疫所業務管理室｣に報告

※どの医療機関に受診すべきかと相談を受けた場合は､居所を管轄する保健所に相談するように伝え(電話

番号も伝える)、決まり次第検疫所に連絡をもらい､決定してから自治体と検疫所業務管理室に報告

１

１

’

喝

１

砺

騨

財

佐

胆
酔
●
叶
隙
朏
叫
剛
ｒ
踊
母
醗
酬
慣
暗
闘

１
１

増

四 』.日▲ ニニ .ー曲F 茜 二聖 二匹 ｴﾆ L ．E, ｡ -』 “-凸申』 二』b＝b b ▲ エニ ニー曲 . ＝
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’
一 8．4改訂必要物品・個数 201

新・鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ’ MERS

備考物品
咽頭 ’ 鼻腔 ｜ 咽頭 ｜ 鼻腔

共に

鼻腔用1本は

インフルエンザ

簡易キット用
3212スワブ

f ﾛ

灘
<提出先〉

①検査室×1

②感染研×1

一次容器

（培地） ／ 222

鳥フルの2次容器

用のラベルには、

のど･はなの両方

に○を記入

22
二次容器

(吸収剤､緩衝材､ゴム含む）

－

…

11喀疾容器

2018/4月より、
検査課へ結集の持

ち込みは不要。鍾 11インフルエンザ簡易キット

赤字のものに

貼る75検体ラベル

必 11タイマー

嬢鰄

國
I

｡バイオ八ザード袋
･結束バンド

･バイオ八ザード袋立て

袋は袋立てにセット

する11

11検体ラック

』

一
稚

溶
一

恭
検
体
採
取
室
に
は
入
れ
な
い

検体送

搬送用

｜ 記入後にコピーを

1部とり原本と共

に検査室へ

ー

bYd-q■』■b･ ■b凸潭◇●､◇卜H･ 子 “■卜“■･■ﾛｳ

:鋸､を連､一七・一℃ . 袋 』喀

蕊燕…一息』
9霊争, 』 ， 、と⑧÷､，滝一因
_,､ 多識且 , ､ ･ に

罷鴬-琴~零

瀞詳:…:ゞ ：
缶

t

-....................... .､｡､.､..｡ 8

11付票＊

1
検体は検査課へ

搬送BOXごと渡す1 1
ボックス＊



’
【介助者】

①検体ラベルを記入。
②一次容器、二次容器にそれぞれ貼る。 灘一次容器

I

準
備

喀痩容器

二次容器

’

【検体採取者が実施】1

＜インフルエンザ簡易用＞

鼻腔から検体採取し、簡易キットの実施。

半ll岸時間8分

【検体採取者が実施】2

①新たに必要検体を採取する。
②採取後のスワブを培地へ入れリンスする。

③スワブを折り目で折る。
※折れなければ、そのまま曲げ入れる。

④ゴミはバイオハザード袋へ入れる。 弓侭
【検体採取者が実施】3

－次容器

#鱗識壕噸.".f鍵“
①一次容器に吸収剤を巻いて輪ゴムでとめる。

②緩衝剤袋に入れ、二次容器へ入れる。 1

※喀痩が出た場合は、喀痩容器1つに対して

二次容器1つを使用する。

検体入り二次容器【介助者】

①検体採取者から二次容器を搬送ボックスに受け
取る。

②検体送付票の記入漏れを確認しコピーする。

③検査課へ搬送し、ボックスごと渡す。

I

搬
送

鄙■塚｡■■q■蕊■■ ■』凸睡■P■ ■1■ 町 ■ぷ■ 昨 ■ 月里■ , q F ■ ■母…蝉

「2」で出たゴミは感染性が高いため、結束バン
ドでしっかり□を閉じペール缶へ廃棄する。

世室内の消毒は衛生課が行う。

廃
棄

〔

検体採取方法（咽頭．鼻腔拭い液） 20184改訂

名前

検体番号

採取時間

採取部位

、 ナリタウナリ

MeorAv 20170310-サテ番号-1

15:00

②はな

P

I
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(報告様式)Me20190000-0-0

令和○○年○月○○日

様式1

}御＊｛
検疫所業務管理室

結核感染症課

都道府県等

成田空港検疫所

中東呼吸器症候群(MERS)について

標記について、下記のとおり中東呼吸器症候群(MERS)の（疑似症患者・健康監視対象者）に
関する情報を報告します。

記 ‘

＜疑似症患者・健康監視対象者について＞

○○市（区・町）在住（外国人渡航者等の場合は宿泊ホテル名及び国内の行程を記載）
→都道府県等への連絡状況（都道府県等の担当者氏名、連絡時間等）
氏名：

国籍： （外国人渡航者等の場合は、使用言語を併せて記載）
性別：○性

年齢：○歳

住所：

電話番号：

職業：

搭乗者区分： （外務省ルート、サーモグラフイー、検疫官による呼びかけ、 自己申告（機内ア
ナウンス、ポスター、渡航前の事前情報） 、その他（自由記載） ）

基礎疾患：

国内の移動方法：公共交通機関を使用（具体的に）

＜旅行ツアー＞

内容： （ヒトコブラクダに乗るプラン等が組まれていたか。 ）

旅行会社名： （ヒトコブラクダに乗るプラン等が組まれていた場合に記載。 ）
旅行会社の連絡先： （旅行会社が国内の会社の場合に限る。 ）

旅行会社からの説明： （事前の説明に①及び②が含まれていたか。 ）

①中東諸国への旅行者に対し、中東呼吸器症候群(MERS)感染の主要な動物感染源はヒトコ
ブラクダと考えられており、 ヒトコブラクダへの接触や未殺菌の乳や肉の喫食により肥RS

に感染する可能性があること。

②中東諸国への旅行者に対し、中東諸国においてヒトコブラクダへの接触や未殺菌の乳や肉
を喫食した場合又は医療機関を受診した場合は、帰国時に必ず検疫官に申し出ること。

＜同行者の有無＞

＜渡航先等＞

R○・○・○～○．

R○．○・○～○．

R○・○．○～

○サウジアラビア

○カタール



<MERSが疑われる患者又はヒトコブラクダとの接触内容＞

日時：○．○○

場所：

内容： （医療機関の受診、訪問歴。MERS確定患者との接触、 ヒトコブラクダとの濃厚接

触（例：ヒトコブラクダに乗った、未殺菌乳の喫食、加熱が不十分な肉の喫食等）
帝

＜健康監視期間＞

令和○年○月○日まで

＜症状の経過等（分かる限りで）＞

R○．○．○～（症状・発症日）

R○・○．○～（症状・発症日）

現在の症状（分かる限り細かく）

＜健康相談記録内容＞

（問診内容、疑似症患者又は健康監視対象者への伝達事項）

＜検査実施の有無＞（他に疑われる感染症等の検査結果を含む）

有検査開始時間○○：○○ 検査結果判明予定時間○○：○○

→（検査判定日時及び検査結果を記載）

無

＜航空機の情報＞

便名

発航地

到着日及び時間

検疫開始時間

乗員・乗客○名・○○名

座席番号

機内アナウンスの有無



様式2

調査票
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第（平成10年法律第114号）第15条の
積極的疫学調査及び検疫法第18条第2項に規定する健康監視に使用します｡正確に太枠内を記入

燕麦 三二IERSが疑われる患者、又は、 ヒトコブラクダと濃厚に接触した可能性がありますか
｡

．いいえ

亘

□はい→詳細を以下に記入してください。

●

の日的以外にはｲ宙用し吾の調杳栗の内容は検疫及び国内0

なお、検疫法第36条第7号の規定により、質問に回答しなかった場合又は虚偽の申告をした
場合は、 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
会>磨戸

国籍： ’
。

・地域名 ●

妾触の状況を具体的に：

跡
住
所

ヨ内における住所･滞在先 （滞在の場合は下欄に本日から 日間の連絡先を記入してください｡）

都道府県 市区町村

電話 ●
● 携帯電話：

本
日
か
ら

日
間
の
宿
泊
先
・
出
国
予
定

滞在期間 宿泊先又は連絡先 ’
月 日 ～ 月 日 宿泊先：

所在地 ●
● 都道府県 市区町村電話 ●

●

月 日 ～ 月 日 宿泊先

所在地

●
●
●
● 都道府県 市区町村電話 ●

●

月 日 ～ 月 日 宿泊先：

所在地 ●
● 都道府県 市区町村電話

●
● ’

日本出国予定日 ●
● 年 月 日 出国空港： 空港便名 ●

●

旅
行
代
理
店Ｉ
今回の旅行は旅行代理店等が企画又は仲介していますか。

□いいえ□はい→詳細を以下に記入してください。

旅行代理店名・支店名等 日本における電話：

ツアー名 ●
●

検疫時の体温 ℃ 解熱剤使用無・有薬剤名 時間前使用

主な症状口咳□その他の呼吸器症状口全身倦怠□その他（ ）

その他特記事項

検疫年月日 ●
● 年 月 日 便・船名

●
●

検疫所名：成田空港検疫所 担当者名 ●
● 調査票番号:Me



Sheet2

Questionnaire
ThisquestionnaireisuSedforproactiveepidemiologicalinvestigation,andforhealth
surveillance,asstipulatedundertheArticlel5andParagraph2ofArticlel8oftheAct
onPreventionoflnfectiousDiseasesandtheMedicalCareofInfectiousPatients (ActNO.

114,1998) respectively.
Pleasefillintheitemsinthethickframeaccurately．

Thecontentofthisquestionnairewillonlybeusedforthepurposeofquarantineoperationand
infectiousdiseasecontrol.

Asstipulatedunderltem7,Article36oftheQuarantineAct,failingtoreportorreportingfalsely

canresultinimprisonmentofuptosixmonths,orafineofupto500,000yen.

検疫所記入欄（裏面）

Name :

Occupation:

Age : □MDF Nationality:

Did you haveaclosecontactwithcamelsor （suspected）MERSpatientsbyanychance？

□No DYes->Filloutthedetailsbelow.

CountriesandRegions

SpecificConditionofContact:

蓬
ｅ
》
”

翼
ｃ
一
一

一
撫
坐

冠
灘
蛭

私
、

趣
ａ
”

蕊
Ｓ
Ｆ

壷
ｓ
一
《

藍

ｅ

一

丘
鍾

一
叩
ｄ
》

盗
州 i迩獺域錨毒嚥遼蒸顛蕊蕊蕊議§雛蕊篭砿鐙蕊議職謹蕊溌溌蕊鳶蕊蕊越き茎j"§泌皿

Address: Pref. : city:

PhoneNumber: MobileNumber: E-mail:

Y

DurationofStay Contactlnformation (Usethereverseside ifmorespaceisneeded)

Month/Day

／ ～ ／

PhoneNumber:

Hotel ， apartment, etc:

Country: Region: city: PostalCode:

Month/Day

／ ～ ／

PhoneNumber:

Hotel, apartment, etc:

Country: Region: city: PostalCode:

Month/Da

／

y

～ ／

PhoneNumber: 9

Hotel , apartment, etc:

Country: Region: city: PostalCode:

ScheduledDateofDeparturefromJapan: DepartureAirport :

FlightNumber:

睡垂壺毒域迩垂獅醗毒蕊塞嚥織毒蕊蔓義睡蕊錨鋤職蕊蕊瀧灘謹I職議誼鬘鱒邑蕊ご蕊茄捲漉裁琴
擬謹鑿鉱: ! :溌錘唾逓諏郷”ﾙ ﾙ；謹室琴赫
P 里,･騏・6昌割_? 日旨-.茸5.： ？ ろ ﾞ ． ． ： ？ ． ：8.↓｡?｡とt･白？う：さ･号 ; － ．8~ 、 、 ．p 1 . .､;･了'2 5 :｡; : : ： ,ｱ,? ？ i ： ． ． ． ． ． 凸 ､ H 、 : 5 舌.ユ 6 コ ‘-

※Pleasemakesuretowriteindetail

EXa"フル: NaritaAPT(ANA1234)→SendaiAPT(JR)→SendaiSta. (on foot)→home/pickupbycar



検疫所記入欄

検疫時の体温 ℃ 解熱剤使用無・有薬剤名 ● 時間前使用

主な症状口咳□その他の呼吸器症状口全身倦怠□その他（ ）

その他特記事項

検疫年月日 ｐ
● 年 月 日 便・船名 ●

●

検疫所名：成田空港検疫所 担当者名 ●
● 調査票番号:Me



(健康監視対象者用指示書）様式3

健康監視対象者用指示書

あなたは、検疫法第18条第2項に規定する健康監視の対象となります。本日から

令和 年 月 日までの間、次の項目を守ってください。

（1）マスクを着用し、できるだけ入ごみを避けるようにしてください。

（2）毎日2回（朝起床時、16時頃）体温を測り、 10時･ 17時を目途に下記の連絡

先に連絡してください。

(3)体温が37.5度以上になったり、激しい咳が出たり、呼吸が苦しくなったら、

ただちに下記の検疫所に連絡するとともに、検疫所からの連絡を受けた保健所

の指示があるまでは、他者への感染のおそれがありますので、絶対に直主對臺療

機関に行かないでください。

（4）検疫所からもあなたの体調について、確認の電話をする場合がありますので

正確にご報告ください。

記

連絡先： 厚生労働省成田空港検疫所 電話：0476-34-2310

調査票番号: Me

※検疫所からもあなたの体調について定期的に確認の電話をします。

注）検疫法第18条第2項に規定する健康状態の報告要請です。正確に報告してください。な

お、報告しなかった方又は虚偽の報告をした方は、検疫法第36条第7号の規定により6か

月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。



～お願い～

健康監視期間中に医療機関を受診する場合は、どんな症状であっても、また、

人間ドック等の健診の場合も、直接、医療機関に行くことは控えてください。

まずは、検疫所までご連絡をお願いします。

連絡先：成田空港検疫所検疫課

冠：O476－S4-2310

（○6時OO分～2S時SO分迄）

※緊急の場合は、上記以外の時間帯でも構いません。
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様式4

通知
室
日

令和 年 月 日

(都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長）

殿

成田空港検疫所長

下記のMERSの健康監視対象者について、検疫法第18条第2項の規定に基づく帰国後の健康状

態の報告を求めていたところ、健康状態に異状を生じたことを確認したので、同法第18条第3項

の規定に基づき次のとおり通知します。

記

口
当該者の国内における居所、連絡先、渡航先、検疫時の状況等については、別添の調査票（又は

健康状態質問票）を参照してください。

当該者の調査票番号：

ふりがな

氏名 ●
● 年齢 ●

● 口男口女
国籍： 口

入
国
後
の
状
況

当該者に指示した事項、感染症のまん延防止・医療に必要な事項等

確定のための検査国立感染症研究所へ．依頼中 ・結果（ ） 検体番号：

入国後 年 月 日の健康状況 体温 ℃
● 心●とbqB c●BG司ら ●B■● ●4C●●● ■●■● ■ QQ旬｡ ▲e■｡Cg qQqQ c Q年e* ｡ 写q●ゆ 写●旬■色色 Q Ubo ･や■令､自 今●、令 屯●匂い町■ CeCb ● 心●●a aObL■- b●｡● C ●■●凸 七○巳● 可p ①C9U c｡｡●C巳 q口中●､a q■⑧凸今Pも口凸令 4,.も凸凸△ 凸■b白 ■申QBBQ cg■■ご凸 a｡

その他特記事項
● F 旬①｡■ ●■●qO■ 旬■■a ●｡■｡ ■ｬ GC Q Q けh e■●色 白◇■■■唾 一b－b●e qe●■ ･Ce●｡● ■巳●｡ ● 生●■■ ● cc a ■●●c c, ｡●｡G 申■ 6｡ ■ ■｡■写 q*■旬守包 勺●色色 Ccq4eQ G■｡｡ - -■色｡ L◇BBBむ ら&bb -B 0b■B OC●■O■ ●●巳b e● ●p●｡ ｡ q●旬も 勺旬旬守･守 り Udd C4b

参
考

当該者の濃厚接触者無・有



(健康管理カード）様式5

中東諸国で中東呼吸器症候群(MERS)が

発生しています

主な流行国：アラブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、

クウェート、サウジアラビア、 ヨルダン

☆MERSは、新しい種類のコロナウイルスによる感染症です。感染すると高熱や咳、

息切れといったインフルエンザのような症状が出ます。特別な治療法はなく患者

の症状に合わせて治療を行うことになります。

※

☆MERSの流行国に滞在していた方は、本日から14日間、健康状態に留意し、以下

のように行動してください。

○マスクの着用

MERSは、現時点では持続的なヒトからヒトへの感染は確認されていませんが、

咳などの症状がある場合には、マスクを着用してください。

○健康状態の確認

図毎日の体温測定による発熱の有無

図激しい咳や呼吸が苦しくなるなどの呼吸器症状の有無

○体調が悪くなったときの対応

発熱や咳など急性呼吸器症状がみられた場合には、事前に保健所に連絡の上、

中東諸国に滞在していたことを告げて保健所の指示に従ってください。

厚生労働省成田空港検疫所

TEL 0476-34-2310

臺療機翌を受診する際はこの紙を医療，幾関に示してください。



別記様式2－5

中東呼吸器症候群(MERS)発生届

殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項（同条第6項において準用する場合を含む。 ）

の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日

医師の氏名 印

(署名又は記名押印のこと）

従事する病院・診療所の名称

上記病院・診療所の所在地（※）

電話番号（※）

(※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載）

こ
の
届
出
は
診
断
後
直
ち
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。 （＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。

11, 12欄は、該当するものすべてを記載すること。 ）

1 診断（検案） した者（死体）の類型

患者（確定例） ・疑似症患者 ・感染症死亡者の死体 ・感染症死亡疑い者の死体

2当該者氏名 3性別 4生年月日 5診断時の年齢(0歳は月齢） 6 当該者職業

男・女 歳

7 当該者住所 話
話
電
電

8 当該者所在地 電話
電話

9保護者氏名 10保護者住所 (9， 10は患者が未成年の場合のみ記入）

電話

川
症
状

枢
診
断
方
法

･発熱 ・咳 ・咳以外の急性呼吸器症状 ・下痢

･重篤な肺炎 ・多臓器不全 ・急性呼吸窮迫症候群

その他（ ）

なし

､検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出

検体（鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液、

喀痩、気道吸引液、肺胞洗浄液、剖検材料、その他：

･分離・同定による病原体の検出

検体（鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液、

喀撰、気道吸引液、肺胞洗浄液、剖検材料、その他：

）

）

18感染原因・感染経路・感染地域

①感染原因・感染経路（確定・推定）

1 飛沫・飛沫核感染（感染源の種類・状況：

2接触感染（接触した人・物の種類・状況：

3 ヒトコブラクダその他の動物からの感染

(動物の種類・状況：

）

）

）

4 その他（ ）

②感染地域（確定 . 推定 ）

1 日本国内（ 都道府県 市区町村）

2 国外（ ）

詳細地域（ ）

13初診年月日

14診断（検案(※)）年月日

15感染したと推定される年月日

16発病年月日（＊）

17死亡年月日（※）

19その他感染症のまん延の防止及び当該者の医

療のために医師が必要と認める事項



殿

成田空港検疫所長

（公印省略）

検疫法第26条の3の規定により、次のとおり通知する。

1フ リ ガナ

氏 名

年齢

性別

歳

2職 業

住 所

TEL:

3保護者の氏名･住所(当該者が未成年の場合）

氏名

住所

4
感染症の名

称

及 び

症 状
より

5診断方法

6所在地

7初診年月日

診断年月日

8感染推定年月日

発病推定年月日

9感染した又は推定される

原 因

感染経路

感染した地域
● ●

10発見した検疫所

名 称

所在地 電話

11その他感染症のまん延防止､医療に必要な事項



令和 年 月 日

成田国際空港株式会社

警備消防センター 御中

成田空港検疫所

成田国際空港制限区域等臨時入構願

検疫感染症患者の搬送のために、以下の車両を臨時入構させることを許可願

います。

分入構予定時搬送日時： 令和 年 月 日

使用PTB: 1PTB・ 2PTB・ 3PTB

所属：

自動車登録番号：

運転者氏名：

住所：

生年月日 ： 昭和平成 年 月

連絡先（携帯） ：

（同乗者がいる場合は別紙に記載）

日

患者氏名：

(同行者がいる場合は別紙に記載）

成田空港検疫所検疫課

連絡先：0476-34-2310

担当：
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健康監視対象者対応票(成田空港検疫所）

氏名(ふりがな） 性別 年齢 国 籍 滞在国 便名 起算日(出国日） 調査票番号 住所

携帯電話

電話番号

対応者 対応時刻 測定時刻 体混 頭痛 咳嗽 咽頭痛 息切れ 嘔吐 倦怠感 関節痛 胸痛 腹痛 備考

1日目 朝 ℃

夕 ℃

2日目 朝 ℃

夕 ℃

3日目 朝 ℃

夕 ℃

4日目 朝 ℃

夕 ℃

5日目 朝 ℃

夕 ℃

6日目 朝 ℃

夕 ℃

7日目 朝 ℃

夕 ℃

8日目 朝 ℃

夕 ℃ 曲 も

9日目 朝 ℃

夕 ℃

10日目 朝 ℃

夕 ℃

11日目 朝 ℃

夕 ℃

12日目 朝 ℃

夕 ℃

13日目 朝 ℃

夕 ℃

14日目 朝 ℃

夕 ℃


